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戦後フランス憲法前史研究ノート （一）
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　はじめに

　一般に過渡期の国家と社会とが憲法学に様々な問題を提起することは言うま

でもないだろう。ヴィシー期のフランスもまた，現代的諸矛盾が一挙に噴出し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i〕
たトラスティックな転換期として憲法学上固有の検討を要する時期である。し

かしながら，本稿は，ヴィシー期を本格的に検討しようとするものではない。

むしろ，ここでは，第4共和制憲法の分析ひいては第5共和制憲法＝現状の分

析に当面の関心を寄せる者として，戦後フランス憲法前史としてのヴィシー期
　　　　　　（2）
の概略を把握することを主たる目的とする。すなわち，ヴィシー期にどのよう



ユ72 一橋研究第11巻第4号

な社会的・経済的対抗関係が存在し，どのような変革が展望されたのかについ

て，包括的にではなく，戦後フランス憲法史の展開にかかわるかぎりで覚書と

して記しておこうとするにすぎないのである。

　〔注〕

　　（1）ヴィシー体制そのものを法学的に検討した邦語の業績として，参照，稲本洋之

　　　　助「ヴィシー体制の法構造」東大社研編rファシズム期の国家と社会5ヨー

　　　　ロッパの法体制』（東大出版会，1979年）115頁以下。また，わが国の憲法学者

　　　　によるレジスタンス研究としては，ルネ＝カッサンの検討を中心に，フランス

　　　　＝レジスタンスの精神の中に日本国憲法の平和的生存権の工一トスと響き合う

　　　　ものを認めるとする深瀬忠一「フランスrレジスタンス』の意義と思想につい

　　　　ての一考察」（r名大法政論集』109号，工986年）がある。

　　（2）ヴィシー体制・レジスタンスの検討が，戦後フランス政治史・憲法史の理解に

　　　　欠かせないことについては，夙にミルギヌーゲッェヴィッ・チによって，また，

　　　　最近ではシャプサルによって言われている。Cf．Mirkine－guetzもvitch，La

　　　　peno6e　poユitique　et　constitutionneue　doユa　R6sistancθ，H．Miche工。t

　　　　B．Mirkin－Gue士z6vitch，Les　idるes　pohtiques　et　socia1es　de1a　Rるsist－

　　　　ance，1954，p．39．；Chapsa1，La　vie　po1itique　en　France　de1940主1958．

　　　　1984，p－12．

　第1節　ヴィシー体制

〔1〕　ヴィシー体制の成立

　ユ940年6月のフランスの軍事的敗北は，第3共和制の崩壊をもたらし，ヴィ

シー体制をもたらした。ここでいう《ヴィシー体制》とは，I40年6月22日の独

仏休戦協定とそのもとでの7月10日の憲法的法律とによって編成され方向づけら

れた「国家」体制のことである。このヴィシー体制の発生史を簡単にあとづけ，

その中にある矛盾を大雑把にせよ明らかにすることがここでの課題である。

　ヴィシー体制は，たしかに直接的にはフランスの軍事的敗北によって生み出

されたものであるが，そこへ向かう過程は1938年4月10日に発足したダラディ

エ内閣以来すすんでいたと言ってよいであろう。

　1936年発足の人民戦線政権は，政策そのものが甘かった上，資本の抵抗にも

あって，《フランス版ニューディール》という実験に失敗する。さらに人民戦

線派は，外交面でも，スペイン内乱への対応をめぐって足並みを乱し，政権は

次第に変質していく。ダラディエ内閣は，人民戦線内閣の実体をもはや全く失っ

ていた。第ユに，ダラディエ内閣には社会党閣僚が全くいなかったことからわ

かるように，同内閣は社・共両党の支持よりも右翼の支持を考慮していた。そ



戦後フランス憲法前史研究ノート（一） 173

の点は，工938年1ユ月1日以降ポール＝レイノーが蔵相として閣内で重要な役割
　　　　　（1）
を果たしたことによっていっそう明白になる。第2に，第1の点ともかかわる

より本質的なことであるが，ダラディエ内閣の政策は反人民戦線的なものであっ

た。人民戦線綱領は，第1に，言論の自由・組合の自由・信教の自由等の保障

や平和の擁護，ファッショ団体の武装解除といった内容の反ファシズム（政治

的民主主義擁護），第2に，労働者・農民の購買力の回復や失業の克服，金融

寡頭制の抑制といった内容の反恐慌（経済的民主主義擁護），以上のような2

本の柱を持っていた。ところが，ダラディエ内閣は，国内政治の面ではr反人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
民戦線的なr経済リベラリズム』に復帰し」，国際政治の面でも1938年9月29

日ミュンヘン協定を結んで反人民戦線的な対独宥和政策を展開した。勿論，人民

戦線内閣の変質はダラディエ内閣以前から始まっていたのであるが，この時期に

ユ1月ユO日，急進党が人民戦線脱退を正式通告して人民戦線が完全に崩壊したと

いう意味で，ダラディエ内閣はヴィシー体制に道を開いた重大な結節点であった。

　1939年9月3．日，イギリスとともにフランスはドイツに対して宣戦布告する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
しかし，ダラディエ内閣は，既に同年3月ユ9日法で国防を名目として全権を獲

得し，戦時体制を準備していたにもかかわらず，ドイツが東部戦線に力を注い

でいた緒戦のフランスに有利な局面を眼前にして何ら攻撃に出ず，いわゆる《

奇妙な戦争》（dr61e　de　guerre）を続けた。もともと独・仏両国の間に生産力・

軍事力の大きな格差があったことに加えて，緒戦からの戦略上の誤りがブラン

メの軍事的敗北に結びついたわけである。1940年6月15日，降伏派のぺタン内

閣が成立し，同月22日，休戦協定を結び，南仏のヴィシーで7月ユO日憲法的法

律を可決させ，第3共和制に終止符を打ったのである。

　r戦争は政治におけるとは異なる手段をもってする政治の継続にほかならな
（4）

い」。戦争が自然現象でない以上，いかに不可避的・偶然的な要素があろうと

も，政治的判断がそこに介在しないはずがない。したがって，《奇妙な戦争》

をいわゆる「マジノ線信仰」だけで説明したり，あるいはマジノ線信仰がフラ

ンスの戦略を規定する要因であったξ考えたりするのは不合理であ乱そもそ

もヴ㌧ルサイユ講話会議のときのフランスが列国中最もドイツ軍国主義復活に

警戒的であったことからすれば，《マジノ線さえ守っていればフランスは安全

だ》というような楽観的なマジノ線信仰は極めて異常なイデオロギーである。

このようなマジノ線信仰が事実として存在したことを自然発生によっ・て説明す



174 一橋研究　第11巻第4号

ることは不可能であろ㌔要するにマジノ線信仰もまた従来の対独宥和政策の

延長線上にある支配層の政治判断の所産であ乱《奇妙な戦争》から休戦協定

に至る経過については，「フランスの有産的指導階級は，対独戦争を好まない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
というダラディエいらいの政策をつづけ，みずから敗北を容認した」とみるの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
が妥当であろう。ダラディエ政権の政策が上層資本集団の利益を保障したよう

に，その外交政策，戦争政策もまたかれらの利害を反映していたのである。「ブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
ルジョアジーも利益のためには民族国家の枠を越えて妥協や協商を行なう」と

いうことであ乱さて，すでに以上のことからある程度明らかなように，ヴィ

シー体制の発生史は矛盾に満ちていた。即ち，第1に，人民戦線派対反人民戦

線派という矛盾があった。1938年ダラディエ内閣は，増税・公債・フランス銀

行からの借入・公開市場操作によってr資本の利益に立ち一般国民の犠牲にお
　（8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
いて」国防事業を中心に生産を刺激し，労働運動への敵対的姿勢を示した。矛

盾は，とりわけr人民戦線のシンボル」と言われた40時間労働制をめぐる攻防

に顕著に現れれしかし，同年11月30日のC　G　Tのゼネストが軍隊に弾圧され

て，人民戦線派の巻き返しは著しく困難になった。C　GTは勢力を後退させ，

また人民戦線派の一翼を担った共産党は1939年8月の独ソ不可侵条約によって

動揺し，党勢を低下させね《奇妙な戦争》を続けるなかで，ダラディエ内閣
　　　　　　　　　　（io）
は139年9月26日デクレで共産党を非合法化し，’40年1月20日共産党議員失格

法を可決させる。こうして，主体的には，反人民戦線派が人民戦線派を倒した

のであるが，客観的な利害の対立そのものはなくなっていなかった。第2に，

反人民戦線派内部にも，ドイツとの対応をめぐって見解の相違があった。それ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（l1）
は戦局の悪化につれて，抗戦継続派と降伏派との対立になって現れた。’40年

6月の抗戦継続派のレイノー内閣から降伏派のペタン内閣への交代は，本質的

には反人民戦線の支配層内部のヘゲモニー争いの結果にすぎないものである。

とはいえ，この矛盾ものちに重要な意味を持つことになる。ヴィシー体制の担

い手は，旧人民戦線派＝国内レジスタンスと旧抗戦継続派＝国外レジスタンス

という2大勢力との対抗に直面することになるのである。

　〔2〕統治構造

ヴィシー体制の統治構造は，140年6月22日の休戦協定を土台にして，140年

7月10日の憲法的法律により枠づけられたものである。
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（I）休戦協定

　まず休戦協定の諸問題から見てみよう。

　降伏派のぺタン内閣は，ドイツとの休戦協定の締結を第1の目的としていれ

ペタンの考えは，《フランスにとどまって，フランス人のために国民の政府を

守ること》にあり，休戦協定を結ぶ前提として，フランスの国家主権の保持と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
フランス艦隊の保持の2条件を付けていた。このことは，和平ではなく休戦と

いう形式を選んだこととも首尾一貫しているようにみえる。しかし，実際にで

きあがった休戦協定は，フランメにとってきわめて苛酷な片務的な内容になっ
　　（13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

ていた。具体的に見よう。休戦協定によって，フランスはrドイツ帝国の利益

を保護するために」（協定第2条1項）占領地区（zone　o㏄uppも）と自由地区

（zone　hbre）とに2分され，占領地区のフランスの行政機関は，ドイツ占領軍

当局の命令に従うことになった。すなわち，休戦協定第3条1項によれば，占

領地区でrドイツ帝国は，占領権力としてのすべての権利を行使する」ことが

でき，フランス政府はrそれらの権利の行使から生じる諸規則をすべての手段

をもって支持し，かつ，フランス行政庁の援助をもってそれを執行する義務を

負う」。これによって，フランス政府は，r占領地域のすべてのフランス官署お

よび官憲」がドイツの規則に従い，ドイツ軍当局に協力することを促すことに

なった（休戦協定第3条2項）。要するに，占領地区ではドイツ占領軍の包括

的な権利と敗戦国フランスの包括的な義務の関係が設定されたのであ乱たし

かに，自由地区にはドイツ軍当局の権限が及ばないことになっていたし，また

厳格な監視付きであったにせよフランスは軍隊を保持していれまたヴィシー

に外交使節が派遣されたことが示すように敗戦国の中で唯一フランスは国家主

権の属性を持った政府を守った国であった。しかしながら，フランスの国家主

権は以上のかぎりで痕跡を残していたにすぎない。自由地区においても，フラ

ンス政府は，そこを通るrドイツ帝国とイタリアの間の通過貨物を運送する義

務」を負ったし（休戦協定第15条），ドイツ政府が指名するrドイツ人を請求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
に基づいて引き渡す義務」を負った（第エ9条2項）。　なによりも，フランス政

府は「ドイツ占領軍の維持費を負担する」ことになっていた（第18条）。さら

にそもそも休戦協定はドイツによる恣意的な解釈を許す構造になっていた。す

なわち，休戦協定第22条工項によれば，「休戦協定の実施について規則を定め，

かつ，監督する」休戦委員会は，「ドイツ最高指令部の指令にしたがって行為



176 一橋研究　第11巻第4号

する」ものであり，同2項によれば，フランス政府は，この委員会に対して，

rフランスの要望を表明し，かつ執行についてドイツ休戦委員会から諸規則を

受諾するために」代表を送ることができるにすぎなかったからである。

　次に休戦協定の軍事条項を簡単に見ておこう。軍事条項はフランスに対して

きわめて厳しく，ドイツが収容しているフランスの捕虜を平和条約締結までド

イツに留めることとした（休戦協定第20条1項）ほか，フランス軍の動員解除

や武装解除を定めた（同4条）。占領地区の武器はドイツ軍に引き渡されるこ

とになり（同4条），自由地区の武器はドイソまたはイタリアの監視下におか

れ，そこにおける「新たな軍事装備の製造」は禁じられた（同6条）。また，

フランス艦隊の保持は認められたが，「フランスの植民地における利益の保護

のためにフランス政府に譲与される艦船」を除いて，ドイツまたはイタリアの

監視下に武装解除され，平時の母港に集積された（同8条）。フランス政府は，

r国内秩序維持のために必要である部隊」（第4条2段）として1O万の陸軍兵
　（16）

力と武装解除された艦隊とを保持することが許されたにすぎないのであ乱国

家権力の中枢を占める軍がこのようにドイツのイニシアティヴで形骸化されて

いたことからして，フランスの国家主権が実体を欠いていたことがわかる。

　また休戦協定の経済条項もやはりフランスにとって厳しいもの．であった。そ

の指導理念は，休戦委員会の文書によれば，フランスの支払能力に見合うよう

に高く要求すること，フランス人に戦争の早期終結に関心を持たせること，で
　　　（17）

あった。フランスの商船は港を出ることを禁じられ（休戦協定第1ユ条1項），

そのために外国との交易，本国との交易が無期限に遮断された。占領地区の財

貨の自由地区への移動が制限され，自由地区の住民の生活上の必要はドイツ政

府によってr考慮」されるにすぎなかった（休戦協定第ユ7条）。フランス経済

は，すでに経済条項の規範の上で自立性を失っていたわけであるが，さらに国

の最も豊かな北部地帯を占領地区にさ．れたことによって実体上も屈辱的な状態

におかれたのである。

　以上，休戦協定を法的・政治的側面，軍事的側面，経済的側面から簡単に見

てきた。ここからわかるように，国家主権の問題を単に外交の場における権力

担当者の裁量の余地の有無ないし広狭に短小化するのならともかく，「国家主

権の原則は政治支配における対外政策の決定権や，政治権力の独立性と混同し
　　　　　（工8）
てはならない」とすれば，ペタンらの主観や体制側のイデオロギーは別にして，
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フランスの国家主権は守られなかったとみてよいであろう。

（皿）憲法的法律

　独・仏休戦協定は，フランスの対外的主権を少なくとも完全には保障してい

なかった。同じことをフランスの対外的主権の主体の問題として定式化すれば，

そもそも抽象的・観念的存在に独立・従属のメルクマールはないとも言えるか

らナシオンの対外的主権としては保障されたと言う余地があるかもしれないが，

プープルのそれとしては何も保障されなかったと言えよう。

　このような主権の対外的側面における侵害が対内的側面のありようと無関係

であるはずはない。独・仏休戦協定によるフランスの対外的主権の変容は，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
れまでのナシオン主権の対内的側面におけるプープル主権への傾斜傾向に逆行
　　　　　　　　　　　　　（20）
する形態変化（議会の任期延長と共産党の非合法化という，半代表制から純粋

代表制への方向転換）を背景としている。この背景は，ユ940年7月ユ0日憲法的

法律によって，いっそう権威主義的な方向で制度化されることになるわけで

ある。

　休戦協定の発効後，フランス政府は，首都をヴィシーに定める。ペタンは，

ラヴァルを国務相兼副首相に登用し，体制の変革に乗り出す。それは，フラン

スの軍事的敗北を第3共和制の敗北と看倣す立場から，《新秩序》を建設しよ

うとするものであった。親独派のラヴァルは，rヒトラーから好意的に扱って

もらうためには，……『堕落した民主主義』をやめにして，絶対権力をもつ権
　　　　　　　　　　　　　　（21）
成国家をつくり上げねばならぬ」との立場から，ペタンの人望を利用しづつ積

極的なロビー活動を展開し，r合法的」な政体の変革を準備した。こうして，

7月ユO日，グラン＝カジノで，国民議会において賛成569，反対80，棄権17の

圧倒的多数により可決されたのが7月10日の憲法的法律である。

　7月工O日憲法的法律はユ条3項からなる。その条文は次のとおりである。

　r単一条①国民会議は，ユまたは数個の行為によってフランス国［1・Etat

franC　ais］　の新しい憲法を公布することを目的として・ペタン元帥の権威お

よび署名のもとにある共和国の政府にすべての権限を与える。この憲法は，労

働，家族および祖国の権利を保障しなければならない。

　②憲法は，国民によって批准され，憲法が創設する諸会議によって適用さ

れる。

　③国民会議で審議され，かつ，採択されたこの憲法的法律は，国の法律とし
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　　　　　（22）
て執行される」。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
この条文の憲法問題を若干，検討しておこう。第1に，．この7月ユ0日憲法的法

律は，自らの制定手続上の制約から逸脱している。というのは，同法は，。1875

年2月25日憲湊的法律第8条の憲法改正手続によって定められたにもかかわら

ず，r新しい憲法を公布することを目的として」いる（第1項前段）からであ

る。第2に，同じく手続に関して，1875年2月25日憲法的法律の憲法改正手続

は，国民議会（Assembユ6e　nationa1e）に改正の権限を与えているにもかかわ

らず，国民議会自身はこれを行使せず，ペタン元帥に委任してしまっている点

が問題である。さらにこれを第1の点と併せて厳密に言えば，国民議会は憲法

上与えられていない無制約な憲法制定権力をペタン元帥に一r委任」したという

二重の手続問題があることになる。第3に，より実体的な問題に立ち入ると，

第ユ項前段の「フランス国」という文言は7月ユ0日憲法的法律の反共和制的な

本質を示唆している。というのは，この文言は《共和国》よりも広い意味を表

し，少なくとも共和制憲法の文言としては使われないものであったからであ乱

同じ第1項前段の中にはr共和国の政府」という文言があるが，これは「ペタ

ン元帥の権威および署名のもとにある」から，ほとんど無内容であったと言え

よう。それゆえ，第1項前段は，1875年2月25日憲法的法律第8条3項の共和

政体改正禁止規定（1884年8月14日の改正により挿入）に触れるものであった。

第4に．7月10日憲法的法律は権力分立原理に抵触するものであ孔1875年憲

法的法律は立法権を両院に（ユ875年2月25日憲法的法律第1条），執行権を大

統領に（同法第3条）にそれぞれ分配していたが，7月10日憲法的法律は，全

権をrぺタン元帥の権威および署名のもとにある」政府に与えたからである。

この全権委任は，戦間期とくに’30年代以降に頻繁に制定された授権法の延長
　　　（24）
線上にあると同時に，新憲法制定を委任の目的としていた点で，従来の授権法
　　　　　　　　　　　　　（25）
のr限界」を完全に越えていた。第5に，7月10日憲法的法律のいう新憲法の

基本原則は「労働，家族および祖国の権利」の保障であるが，この三位一体の

スローガンがフランス革命以来の《自由・平等・友愛》の三位一体スローガン

にとって代わるものであることは言うまでもない。すなわち，7月ユO日憲法的

法律は人権保障を新憲法の目的としなかったのであ㌫

　要するに，7月ユ0日憲法的法律は，ユ875年憲法の改正手続をふまえてフラン

スに新憲法を与えようとしているが，それは，軍事的敗北にもかかわらず「憲
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法が確立した公権力が存続した」ために「憲法の変更を考えるならば，憲法が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26〕
それ自身の改正のために作った手続のもとでしか変更ができなかった」1940年

7月の特殊な状況下で第3共和制を葬るのに最小限必要であった合法性ないし

合憲性の外皮となっていたにすぎなかっれすなわち本質的には7月ユ0日憲法

的法律はr同法自身が改正するはずだった憲法を廃止する」「奇妙な憲法的法
（〃）

律」であって，同法以後のヴィシー体制下には，近代的・立憲的意味の憲法関

係は消滅したのである。

　7月10日憲法的法律の下にヴィシー体制は4年間続く。しかしながら，この

問に遂に新憲法は制定されず，r国民会議」も招集されなかった。その意味で
　　　　　　　　　　（28）
「形式的にも穴埋め体制」だったこの期問，ペタンは，r与えられた」全権を駆

使して，合計12（ただし，様々な改正を除いて）の憲法行為（actes　const坤一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
tionne1s）を制定した。そのいくつかを簡単に眺めておこう。1940年7月ユ1日

の憲法行為第工号においてペタンは，rフランス国家元首の職務にあたること

を宣言し」，1875年2月25日憲法的法律第2条（国民議会による共和国大統領

の選挙）を廃止した。同じ日の憲法行為第2号は，フランス国家元首の権限を

定め，新体制と両立しない第3共和制の憲法的法律の規定を廃止した。これに

よってペタンはr統治権を総撹し，元首に対してのみ責任を負う大臣および政

務長官を選任し，解任する」（第工条工項）権限を得，立法権（同2項）・執

行権（同3項等）をわがものとした。また同じく7月11日の憲法行為第3号は，

「ユ940年7月10日の憲法的法律によって定められる議会制が形成されるまで」

両院を残す（第1条）と同時にr新たな命令まで」延長し（第2条），議会の

会期に関する1875年7月16日憲法的法律第1条を廃した。1940年7月30日憲法

行為第5号は，エ875年2月24日憲法的法律第9条および1875年7月i6日憲法的
　　　　　　　　（30）
法律第ユ2条を廃止し，代わりに司法最高法院を設けることにした。さらに194エ

年1月27日憲法行為第7号は，大臣・政務長官・高等公務員の宣誓と責任に関

して定め（第1条，第2条），それらの者の義務違反に関して司法権を国家元

首に与えた（第3条）。194ユ年8月14日の憲法行為第8号および第9号は，軍

および司令部における国家元首への忠誠義務を定め，1941年10月4日憲法行為

第ユO号は一それを全ての公務員に拡大した。ユ942年4月18日憲法行為第ユエ号は首

相のポストを設けたが，この首相も国家元首に対して責任を負うものであり，

そのかぎりでは体制に何ら本質的な変化はない。結局，すでに1940年7月10日
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憲法的法律で予定されていたことであったが，一連の憲法行為によって，形式

的にも，権力分立制，執行府の議会に対する責任，という近代的な憲法原理が

真っ向から否定されたのである。

　まさしくヴィシー期は「執行府独裁の期間でありさらに法治国家と共和制的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3工）
伝統との否定の時期であると考えられるべきである」と言えよう。

　〔注〕

　　（1）1938年10月5日（r国の経済および財政状態を即座に再建するための権限を政
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　　（6）参照，中木，前掲書，122頁。
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